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研究成果の概要（和文）： 
 地方自治体が直面する会計・監査・内部統制・財務管理・組織管理などに関する重要な
課題を、日本と英国における地方自治体の調査を通じて解明し、その研究成果を５つの研
究報告書と５冊の書物を中心に集約し公表した。本研究では、英国勅許公共財務会計協会
（ＣＩＰＦＡ）との調査研究交流に重点を置き、約１０名の研究関係者が４年間にわたっ
て同協会を訪問し、以上のような研究成果の集約に取り組んだ。 
 
研究成果の概要（英文）： 

We elucidated an important problem about accounting, inspection, internal control, 
financial management and the organizational management that a local government 
faced, through the investigation of the local government in Japan and the U.K. and we 
gathered the results of research mainly on five working papers and five books and 
published them.  

In this study, we put important points for the research with association of Chartered 
Institute of Public Finance Accountancy (CIPFA) and about ten study faculty 
concerned visited the CIPFA for four years and wrestled for the collection of the results 
of research that seemed to be. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 8,400,000 2,520,000 10,920,000 

2008 年度 8,100,000 2,430,000 10,530,000 

2009 年度 8,400,000 2,520,000 10,920,000 

2010 年度 8,800,000 2,640,000 11,440,000 

  年度  

総 計 33,700,000 10,110,000 43,810,000 

 
 
研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：経営学・経営学 
キーワード：ＣＩＰＦＡ ファイナンス 組織論 地方公営企業 人事管理 公監査 公会計 
 
１．研究開始当初の背景 
 研究計画立案時、わが国地方自治体は財政
状況の悪化に直面し、それを克服するための
具体的な手立てとして、ＮＰＭ（ニュー･パ
ブリック・マネジメント）の手法を用いた積

極的な行財政改革が求められていた。本研究
はＮＰＭ研究と地方自治体における実践の
点で先進的とされた英国の実態調査をわが
国自治体の実態調査とあわせて行い、その比
較等から、わが国自治体のＮＰＭ改革に寄与



するケース・メソッドの開発に取り組む企図
を有していた。また、ケース・メソッドは積
極的に英語化を行い、英国の地方自治体の改
革にも寄与貢献できるようにする企図も有
していた。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、ＮＰＭに基づく地方自治体改革
の具体的な処方箋を見出し、その内容を積極
的にケース・メソッドの形で集約することを
目的として、個別的には次のような研究に取
り組むこととした。 
 (1)ＮＰＭ改革の基礎にある成果主義を徹
底するためには、行政サービスごとのコスト
計算が重要である。しかし、日本の自治体会
計制度は現金主義を採用しており、この点に
は批判も強い。また、英国自治体の会計は発
生主義を採用し、しかも、世界各国の民間企
業会計で共有されようとしている国際財務
報告基準（ＩＦＲＳ）を採用する機運もある。
こうした英国の先進的な自治体会計制度の
考察分析を通じて、わが国自治体会計制度の
問題点とそれを克服する方向性、さらには、
有用と期待される手法等を集約する。 

(2)わが国自治体は、地方債や政府からの補
助金に依存した財政運営を展開している。他
方で、英国の自治体は政府からの中央集権的
な統制の一方で、積極的なＰＦＩ手法や財源
調達により、日本以上に積極的に自主的な投
資事情を展開している。その背景にあるのは、
資金繰りではなくファイナンスの発想であ
る。わが国自治体が直面する財政状況の悪化
のなかにおいても、より適切な公共投資を行
うためにはファイナンスの論理を正確にわ
が国自治体に導入する必要がある。この点を、
英国自治体やわが国民間企業等のファイナ
ンスの事例を参考にして、取りまとめる。 

(3)日本の自治体では、企画や財政、人事な
どのセクションは、内部牽制の視点で職能を
分離視して組織編成されるケースが多い。そ
れに対して英国の自治体ではこれらをリソ
ース関係のセクションとして一つに集約す
る傾向が認識されている。自治体内部の組織
編成のありようは、行政執行や行政サービス
に大きな影響を及ぼすものであるが、その態
様は様々である。こうしたことを踏まえ、本
研究では、主としてわが国自治体の組織編成
のあり方について現状を実態調査し、今後の
あるべき方向性を解明する。 

(4)人事管理や監査、地方公営企業などに関
係する諸問題は、これまでもわが国の行財政
改革で取り上げられてきた重要な領域であ
る。しかし、その発想には必ずしもＮＰＭの
発想が十分に組み込まれてきたわけではな
い。本研究では、英国のＮＰＭ事例を参照し
つつ、日本の自治体改革におけるこれらの論
点を再検討し、今後あるべき方向性やそれを

実現するための具体的な手法などについて
詳細な検討を行う。 

(5)英国自治体の会計・監査・内部統制・財
務管理などの諸実務は、英国勅許公共財務会
計協会が公表する各種の規範や解説書によ
って展開されている。この協会はボランタリ
ーセクターの団体であり、政府機関ではない
が、勅許公共財務会計士（ＣＰＦＡ）といっ
た資格の認定なども行い、英国の地方自治体
マネジメントではとりわけ大きな影響力を
持っている。ところが、わが国における自治
体ＮＰＭ研究ではこの協会についての調査
研究はほとんど行われていない。本研究にお
いては、この協会（ＣＩＰＦＡ）の基本構造
やミッション、活動などについて詳細な調査
検討を行うことを、特に第５番目の目的とし
て位置づけ、特段重要な課題と位置づけるこ
ととする。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究の方法では、文献渉猟だけではなく、
より積極的に実態調査を行い、それらの内容
を総合的に考察するための意見交換などを
繰り返し実践することで、研究成果の集約を
目指した。詳細な研究目的に照らした具体的
実践は次のとおりである。 
 (1)わが国自治体の現金主議会計の限界を
現金主義に求め、発生主義会計への転換を理
論と実践の双方で主唱かなうような理論
的・実践的調査を行った。その際、英国地方
自治体の会計と監査の大家として知られる
バーミンガム大学の Roan Jones 教授へのヒ
アリング調査とその後のフォローに多くの
時間を費やした。本研究代表者はバーミンガ
ム大学客員教授を任命されており、その縁か
ら同教授から非常に好意的に研究協力の支
援を受けることが可能となり、わが国自治体
職員を同行したバーミンガムでの実態調
査・ヒアリング調査なども実施した。 
(2)わが国自治体の財務管理のあり方につ

いては、三井住友銀行金融法人部と連携して
日本の自治体の現状と、民間企業の先進的な
取り組みを総合的に斟酌することで、わが国
自治体の財務管理のあり方について詳細な
考察を展開した。また、バーミンガム大学地
方自治研究所の Peter Watt 氏は、英国自治
体の財務管理を公共政策の視点で分析する
英国でも著名な研究者で、今回の本研究に際
しても、幾度となく英国内で意見交換の協力
をいただくなどした。そのさい、資金調達だ
けではなく、その運用の局面についても十分
な吟味を行うなどを、研究の推進において留
意した。 
(3)わが国自治体の組織編成については、

毎年のようにほとんどの地方自治体で機構
改革が行われている。しかし、わが国の現状



は組織よりも先に人事が確定し、その次に組
織編成が検討されるという、人の配置主導の
組織となっている。もとより、人事と組織編
成は有機的に連動することが望ましいが、他
方、政策や施策を達成するという目標を実現
するには、個々人の能力よりも組織力の向上
が不可欠であり、組織編成は、本来人事に先
立って策定されるべきものと考えられる。こ
うした問題意識を重視し、本研究では、日本
国内の自治体の組織編成について、資料収集
やヒアリング調査を行い、ボーダレス化、政
策志向、首長部局の強化などのキーワードを
抽出して、わが国自治体の組織編成のあるべ
き姿について方向を見定め、その内容を確証
できるようなデータ等の収集を積極的に行
った。 

(4)以上の３大研究課題に加え、本研究で
は水道事業や自動車事業などの地方公営企
業経営のあり方について、昨今の地方公営企
業を取り巻く厳しい経営環境を斟酌して、実
態調査を中心とした考察を展開した。また、
人事管理や今後ますますその重要性が大き
くなる内部統制や監査制度改革についても、
こうした実務に関与する公認会計士や自治
体職員などの実務家に積極的にヒアリング
調査を行い、いかなる方策でＮＰＭ的な改革
を推進すべきかについて詳細に検討を行っ
た。その際、人事管理については、英国の現
状や目指す方向についての検討を詳細に行
い、人事管理については、日英の比較を英語
文献のアウトプットを目標として研究に取
り組んだ。監査制度改革についても、地方自
治体版の監査基準の策定に向けて、日本監査
研究学会とも連携した調査研究に取り組ん
だ。 

(5)英国勅許公共財務会計協会（ＣＩＰＦ
Ａ）はこれまでも多くの公会計研究者が研究
対象として取り上げながら、その規模の大き
さや事業の多様性から、なかなか多面的で包
括的な研究が行われてこなかった。英国勅許
会計士協会や米国公認会計士協会のような
協会を研究対象とした研究成果は、これまで
公表されていない。それでも、日英の比較で
地方自治体の会計等の諸問題を検討し、ＮＰ
Ｍに基づくマネジメントやガバナンスにつ
いての考究が求められる場合には、そうした
研究の前提としてＣＩＰＦＡの現状につい
ての正確な認識は不可欠である。本研究の特
に前半の２年間の間には、ＣＩＰＦＡが英国
自治体の会計、監査、財務管理、内部統制な
どの諸分野で、どのような活動を行っている
のか、また、ＣＩＰＦＡ自体のマネジメント
やガバナンスの構造はどうなっているのか、
さらには、ＣＩＰＦＡが英国内で非常に大き
な役割を果たしえている背景にはいったい
どのような法的位置づけがあるのか。本研究
では、こうした問題意識をもって、ＣＩＰＦ

Ａの本部事務所やＣＩＰＦＡの年次総会に
積極的に足を運んで調査研究を行うと同時
に、ＣＩＰＦＡのマネジメント部門の責任者
（事務総長）である Steve Freer 氏を日本（関
西学院大学）に招聘するなどの取り組みを行
い、ＣＩＰＦＡの現状と今後の展開方針、さ
らには、歴史を積極的に理解しようと試みた。 
 
４．研究成果 
 本研究の成果は、研究目的に集約された５
つの目的を中心に、次の６点に集約される。
なお、(6)は本研究の推進において波及的に
認識された当初の研究計画では予定されな
かった研究目的に関する成果のうち、他の５
つの成果と比較しても遜色のない本研究の
成果として掲げることが可能なものである。 

(1)Rowan Jones 教授との意見交換で、地方
自治体のあるべき会計フレームワークとし
て発生主義の重要性を社会に啓蒙啓発する
ことの重要性が、何ものにも変えがたいとい
う結論に至った。このことを受けて、本研究
では論文や書物という形ではなく、わが国の
自治体関係者が手軽に発生主義会計の重要
性を認知することのできる教材（ケース・メ
ソッド）として研究成果中間報告第 1号の好
評物を完成させるに至った。この内容は、わ
が国地方自治体の会計処理の現状を緻密に
分析体系化し、それを基礎的な複式簿記の手
法で会計情報に描写するプロセスを解説し
たものである。この中間報告書はすでに山口
県下関市、滋賀県東近江市をはじめ約１０の
地方自治体で職員研修等に資料として利用
されており、本研究の成果の非常に大きな社
会還元となっている。特に、下関市において
は市長自らが、本中間報告第１号を用いて職
員研修に携わるなどの成果が認められてい
る。 
(2)地方自治体のファイナンスは、これま

で地方債市場、あるいは、地方交付税制度な
ど、地方財政制度の枠組みにおける調査研究
が中心であった。しかし、昨今、ＰＦＩ
(Private Finance Initiative)を推進する法
律が制定されるなど、新たな資金調達の場が
誕生している。もとよりこうした領域での知
見は、民間の金融機関が優れており、本研究
では、三井住友銀行と３年間の共同講義開講
などを通じて相互に研究交流を深め、その成
果を５に言及した『地方自治体ファイナン
ス』という１冊の書物として完成させた。こ
の内容は、『地方財政』（２０１１年６月号）
の書評欄で一番に取り上げられるなどの評
価をすでに得ている。 
(3)平成１０年度三重県はフラット化やグ

ループ制の導入など、当時としては他に例を
みない積極的な機構改革に取り組んだ。本研
究では、この三重県の取り組みをわが国にお
けるＮＰＭの発想に基づく機構改革（組織編



成改革）の起点と位置づけ、その後の国内自
治体の展開した組織編成の特徴的な取り組
みを詳細に調査し、その内容を体系的に整理
した。その成果は、５に言及される『地方自
治体組織論』に集約された。本書は、この１
０年間にわが国自治体が取り組んできた機
構改革の内容を総合的に整理したものとし
て、たとえば「こうしたデータの整理は、総
務省も積極的に取り組むべきものであった」
と、総務省関係者からも高い評価を得ている。
と同時に、一部の地方自治体の首長は、本書
を参考にした組織編成のあり方を実践すべ
く具体的な取り組みを開始されている。なお、
本書は研究協力者の山之内稔氏（宮崎県庁職
員）と研究代表者が中心的役割を担い、完成
されたものである。 

(4)地方公営企業の経営実態の確認と今後
のあるべき方向性の議論は、文献研究だけで
は困難である。本研究代表者は名古屋市交通
事業経営健全化委員会委員長として、名古屋
市の地下鉄とバスの経営をつぶさに確認し
てきた（現在継続中）経験を踏まえ、新たに
水道事業と下水道事業を対象とした地方公
営企業経営のあり方を考察し、その成果を研
究協力者である菊池明敏氏との共著『地方公
営企業経営論』に集約した。菊池氏は水道事
業に岩手県北上市職員として長く従事し、現
在同市の水道課長である。同市の経験と本研
究の理論的・制度的考察を経て完成された本
書は、すでに非常に多くの水道事業責任者か
ら、今後の水道事業経営（下水道を含む）の
あり方を示唆するものとして高く評価され
ている。 

(5)英国地方自治体の会計・監査・財務管
理・内部統制の実務指針の策定は、英国政府
が法律と規則によってＣＩＰＦＡに付与し
ている権限である。ＣＩＰＦＡには約２００
名の専任職員が勤務し、これに加えて約２０
のパネル（検討会）が設置され、英国自治体
が直面している諸課題を解決し実務指針を
提供するという役割を担っている。ＣＩＰＦ
Ａの業務内容は質量ともに膨大であり、これ
らを総括的に集約することは容易ではない。
この点に関して本研究では、ＣＩＰＦＡの事
務総長 Steve Freer 氏に最大の援助をいただ
き（なお、同氏は関西学院大学での本研究の
推進のために来日もされた）、非常に効率的
に有用な研究を進めることができた。研究成
果は下記の５に言及の『ＣＩＰＦＡ：英国勅
許公共財務会計協会』に集約された。なお、
本書は２０１０年６月に英国ハロゲート市
で開催されたＣＩＰＦＡの年次総会（元デン
マーク首相など約８００名参加）でも紹介さ
れている。 

(6)以上の研究成果に加えて、本研究では、
自治体職員の人事管理について、日英の制度
比較から今後のわが国自治体における人事

管理政策をどのように進めるかという知見
を得るために、英語による日英の自治体人事
管理政策（人的資源管理政策）の比較分析を
研究成果として集約するに至った。本書は研
究分担者の稲沢克祐と研究協力者の Peter 
Smart（英国アバディーンビジネススクール
名誉上級講師）が中心になってその集約作業
に当った。また、最終的な書物の集約に至ら
なかったものの地方自治体における監査制
度改革のありかを本研究では、相当の時間を
かけて行った。その中間的な研究成果として
５に言及の日本監査研究学会での学会報告
などを行っている。また、研究成果の中間報
告書として第４号の発行なども行っている。
今後もこの成果を基礎に引き続き研究を行
い、現在総務省で検討されている地方自治体
の監査制度改革に向けた政策提言の実現を
目指す予定である。 
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